
議案第13号 

朝来市過疎地域持続的発展計画を変更することについて 

 朝来市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更したいので、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第８条第10項において準用す

る同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

  令和４年３月２日提出 

                       朝来市長 藤 岡  勇  

提案理由要旨 

朝来市過疎地域持続的発展計画に新たな事業を追加するため、同計画を変更しよう

とするものです。 



別紙 令和4年2月

兵庫県　朝来市

24頁

　　公共交通

コミュニティバス運行
事業

朝来市

路線バス確保対策事業 朝来市

　　公共交通 コミュニティバス運行
事業

(9)過疎地域持続的発展特別事業

除雪機械整備事業 朝来市 追加

朝来市

路線バス確保対策事業 朝来市

(8)道路整備機械等 (9)過疎地域持続的発展特別事業

広域基幹林道整備事業 朝来市 広域基幹林道整備事業 朝来市

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

※法律に基づく
　議決案件
（事業の追加）

交通施設の整備、
交通手段の確保 (3)林道 (3)林道

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） （３）事業計画（令和３年度～令和７年度）



兵 庫 県 朝 来 市 管 内 図

除雪機械整備事業
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